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一本
書
は
、
東
洋
文
庫
の
研
究
部
東
ア
ジ
ア
研
究
部
門
前
近
代
中

国
研
究
班
「
前
近
代
中
国
民
事
法
令
の
変
遷
」
グ
ル
ー
プ
の
研
究

成
果
で
あ
る
。
本
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
〇
三
年
に
発
足
し
て
以
来
、

歴
史
学
的
方
法
を
通
し
て
中
国
の
法
と
社
会
の
あ
り
方
の
解
明
に

努
め
て
き
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
大
島
立
子
編

『
宋
―
清
代
の
法
と
地
域
社
会
』（
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
お

よ
び
同
編
『
前
近
代
中
国
の
法
と
社
会

成
果
と
課
題
』（
東
洋

文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
本
書
は
そ
の
成
果
の
継
承
発
展

を
は
か
る
べ
く
「�
法
�
の
背
景
、
す
な
わ
ち
そ
の
向
こ
う
側
に

あ
る
�
法
�
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
不
文
律
の
「
規
範
」
と
そ

れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
秩
序
」
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば

本
当
の
意
味
で
中
国
の
�
法
�
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
共
通
の
問
題
意
識
を
持
っ
た
九
名
の
執
著
者
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。
以
下
に
本
書
の
構
成
を
示
す
こ

と
に
し
た
い
。

山
本
英
史
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
序

青
木

敦
「
地
方
に
お
け
る
法
の
蓄
積
と
そ
の
法
典
化
│
│

五
代
〜
宋
の
特
別
法
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」

大
澤
正
昭
「
南
宋
判
語
に
み
る
在
地
有
力
者
、
豪
民
」

大
島
立
子
「
元
朝
に
お
け
る
儒
学
的
理
念
の
浸
透
と
教
育
」

�
島
敦
俊
「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
会
」
な
り
し
や
」

高
遠
拓
児
「
清
初
の
坊
刻
則
例
集
に
つ
い
て
│
│
�
永
仁
輯

『
集
政
備
考
』
を
中
心
に
│
│
」

岸
本
美
�
「
清
代
前
期
定
例
集
の
利
用
に
つ
い
て
」

山
本
英
史
編

『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』

亀

岡

敦

子

書

評書

評

一
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山
本
英
史
「
光
棍
例
の
成
立
と
そ
の
背
景
│
│
清
初
に
お
け

る
秩
序
形
成
の
一
過
程
│
│
」

小
川
快
之
「
清
代
江
西
・
福
建
に
お
け
る
「
溺
女
」
習
俗
と

法
に
つ
い
て
│
│「
厚
嫁
」「
童
養
�
」
等
の
習
俗

と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」

西

英
昭
「
中
華
民
国
民
法
に
至
る
立
法
過
程
の
初
歩
的
検

討
│
│
夫
婦
財
産
制
を
中
心
に
│
│
」

二青
木
論
文
。
宋
朝
は
、
全
国
に
通
用
す
る
一
般
法
た
る
「
海
行

法
」
の
行
政
的
不
足
を
補
う
た
め
、「
特
別
法
」
と
称
さ
れ
る
、

地
域
・
部
局
別
あ
る
い
は
用
務
ご
と
の
法
典
を
頻
繁
に
編
纂
・
頒

行
し
た
。
ま
た
、
各
地
方
独
自
の
法
や
先
例
の
蓄
積
、
そ
の
運
用

法
に
対
し
て
、
特
別
法
の
領
域
で
各
地
に
適
用
さ
れ
る
法
を
編
纂

す
る
こ
と
で
地
方
独
自
の
法
運
用
を
避
け
、
国
家
と
し
て
法
体
系

の
整
合
性
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な

特
別
法
（
地
方
法
）
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
宋
代
法

制
度
の
特
質
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

著
者
に
よ
る
と
、
靖
康
の
変
以
降
の
朝
廷
に
お
け
る
文
書
喪
失

は
、
中
央
と
地
方
と
の
乖
離
を
招
き
、
地
方
胥
吏
の
舞
文
や
法
的

整
合
性
の
問
題
を
発
生
さ
せ
た
。
朝
廷
は
胥
吏
の
省
記
、
各
司
・

各
地
の
記
録
の
蓄
積
に
依
存
し
て
再
度
の
整
理
・
編
纂
を
試
み
た
。

ま
た
、
宋
代
の
法
制
に
は
地
方
に
存
在
す
る
独
自
の
文
化
・
慣
習

が
法
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
特
異
な
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う
。

宋
朝
が
地
方
・
部
局
の
独
自
の
法
を
編
集
し
て
新
た
に
法
典
化

し
た
背
景
に
は
、
国
家
と
し
て
明
確
な
法
体
系
の
整
合
性
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
、
法
令
準
拠
主
義
が
あ
っ
た
と
い
う
。
宋
朝
は
行

政
を
立
法
に
よ
っ
て
実
行
で
き
る
と
考
え
た
唐
の
姿
勢
を
受
け
継

ぎ
な
が
ら
、
急
激
な
経
済
的
社
会
的
発
展
を
遂
げ
た
諸
地
域
を
統

治
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
政
策
を
法
律
化
・
法
典
化
す
る
必
要

が
あ
り
、
拡
大
す
る
社
会
・
経
済
規
模
に
対
す
る
法
治
的
行
政
の

限
界
に
来
て
い
た
と
著
者
は
結
論
づ
け
る
。

本
論
文
に
は
、
宋
代
法
制
を
他
の
時
代
・
地
域
と
比
較
し
て
そ

の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
一
貫
し
て
う
か
が
わ
れ
る
。

著
者
の
論
じ
る
と
お
り
、
格
・
敕
・
令
な
ど
の
国
法
に
よ
っ
て
行

政
を
規
範
化
し
た
宋
朝
の
制
度
は
、
過
去
の
命
令
・
前
例
の
蓄
積

に
よ
っ
た
元
・
明
・
清
と
比
べ
る
と
異
質
で
あ
る
。
ま
た
、
明
清

時
代
に
お
い
て
国
家
の
制
定
し
た
法
と
比
較
す
る
と
、
本
論
文
で

提
示
さ
れ
て
い
る
宋
代
の
海
行
法
・
特
別
法
の
数
は
驚
く
べ
き
多

さ
で
あ
る
。
著
者
は
、
朝
廷
の
諸
政
策
遂
行
の
た
め
相
次
い
で
法

典
を
編
纂
し
た
宋
朝
お
よ
び
宋
朝
の
制
度
的
源
流
で
あ
る
唐
末
・

五
代
諸
王
朝
と
、
膨
大
な
行
政
案
件
に
匹
敵
す
る
法
典
編
纂
を
行

史

学
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巻
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わ
な
か
っ
た
元
・
明
・
清
朝
と
の
差
異
に
つ
い
て
指
摘
し
、
各
時

代
の
法
制
度
お
よ
び
そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
を
考
え
る
上
で
の
重

要
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
「
地
方
独
自
の
文
化
・
慣
習

が
法
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
」、「「
中
央
の
論
理
」
が
「
地
方
の
論

理
」
よ
り
優
位
に
た
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
い
う
表
現
（
一
五

頁
）
は
む
し
ろ
、
中
央
で
地
方
の
問
題
に
関
す
る
法
を
整
備
し
、

地
方
の
論
理
で
は
な
く
、
中
央
の
論
理
で
問
題
に
対
処
し
よ
う
と

し
た
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
宋
会
要
輯
稿
』
の

「
文
昌
、
政
事
之
本
」
と
い
う
文
言
を
「
文
の
昌
な
る
は
政
事
の

本
」
と
し
、「
文
昌
」
を
「
天
下
が
文
治
で
栄
え
る
」
と
解
釈
し

て
い
る
（
一
八
頁
）
が
、「
文
昌
」
と
は
「
文
昌
省
」
つ
ま
り
尚

書
省
の
別
名
で
あ
り
、「
尚
書
省
は
政
事
の
本
」
で
あ
ろ
う
。

大
澤
論
文
。
官
戸
、
形
勢
戸
、
士
人
、
豪
民
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
文
は
諸
研
究
の
成

果
を
ふ
ま
え
て
、
基
層
社
会
に
お
け
る
再
生
産
構
造
の
あ
り
方
、

社
会
構
造
の
変
化
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を
目
標

と
し
、『
名
公
書
判
清
明
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
南
宋
時
代
の
判

語
に
登
場
す
る
基
層
社
会
を
リ
ー
ド
し
た
豪
民
・
在
地
有
力
者
階

層
全
般
に
注
目
し
て
、
そ
の
活
動
お
よ
び
彼
ら
と
国
家
と
の
関
係
、

影
響
力
の
実
態
と
特
質
を
探
ろ
う
と
す
る
。

著
者
は
、
南
宋
判
語
の
用
例
で
は
、
在
地
有
力
者
の
身
分
は
国

家
機
構
の
構
成
員
、
準
構
成
員
、
裁
判
業
務
の
補
助
的
職
業
が
大

部
分
を
占
め
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
在
地
有
力
者
の
組
織
は
、
家

長
と
家
族
を
中
核
と
し
、
そ
こ
に
個
人
的
関
係
に
よ
っ
て
結
集
し

て
き
た
人
間
の
集
団
で
あ
り
、
当
時
の
物
流
の
発
展
を
基
礎
と
し

て
、
土
地
の
集
積
に
よ
る
地
主
経
営
と
と
も
に
、
高
利
貸
を
お
こ

な
い
、
物
流
に
か
か
わ
る
事
業
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
の
収
益
が

在
地
有
力
者
・
豪
民
の
経
済
的
基
盤
と
な
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
も

と
に
、
基
層
社
会
に
対
し
て
私
的
訴
訟
へ
の
直
接
的
・
間
接
的
関

与
と
い
っ
た
「
公
共
業
務
」
を
通
じ
て
影
響
力
を
行
使
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

著
者
の
指
摘
す
る
、
唐
代
後
半
以
降
の
物
流
の
発
展
と
新
興
在

地
有
力
者
の
経
済
基
盤
の
関
係
は
、
宋
代
の
基
層
社
会
の
あ
り
方

を
考
え
る
上
で
関
鍵
的
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
在
地
有
力
者

の
活
躍
の
舞
台
が
南
宋
の
支
配
地
域
全
体
で
は
な
く
、
浙
東
・
江

東
、
福
建
・
湖
南
地
域
に
偏
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は

疑
問
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
り
が
現
れ
る
の
は
、
扱
っ
た
史
料

が
当
該
地
域
を
対
象
と
し
て
い
た
か
ら
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
先
進
地
域
と
、
開
発
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
地

域
と
の
差
異
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
家
族
経
営
な
ら
ぬ
「
世
帯
」
経
営
」（
四
〇
頁
）
と
い
う
著
者
独

自
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
今
ひ
と
つ
不
分
明
で
あ
る
と
も
感
じ
る
。

書

評

一
四
五
（
四
六
一
）



大
島
論
文
。
著
者
に
よ
る
と
、
元
朝
政
権
は
家
族
に
か
か
わ
る

儒
教
的
理
念
の
強
化
を
図
り
、「
儒
教
的
家
族
法
」
が
支
配
層
や

知
識
人
の
間
か
ら
さ
ら
に
一
般
社
会
に
浸
透
し
た
。
そ
こ
に
は
新

儒
学
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
。
本
論
文
は
、
元
代
に
お
け
る

「
儒
学
的
家
族
法
」
の
浸
透
に
つ
い
て
、
教
育
制
度
、
と
く
に
社

の
中
に
設
置
さ
れ
た
学
校
を
中
心
と
し
て
、
法
の
制
定
者
の
意
図

に
視
点
を
あ
て
て
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ビ
ラ
イ
は
諸
ハ
ー
ン
と
同
様
に
儒
者
を
中
心
と
し
た
知
識
人

を
招
聘
し
て
、
漢
地
統
治
対
策
に
つ
い
て
諮
問
し
た
が
、
特
に
新

儒
学
者
を
重
用
し
た
。
新
儒
学
者
は
、
元
朝
統
治
下
に
お
い
て
漢

民
族
の
統
治
理
念
を
広
め
よ
う
と
し
、
法
や
律
の
制
定
に
も
関
与

し
た
。
唐
律
を
踏
襲
し
て
漢
民
族
の
風
習
や
『
家
礼
』
に
則
っ
た

家
族
法
が
改
め
て
定
め
ら
れ
た
。
社
制
も
新
儒
学
者
に
よ
っ
て
、

同
じ
思
想
の
も
と
で
設
置
さ
れ
た
と
い
う
。

元
代
の
社
制
に
お
い
て
、
社
の
中
に
設
け
ら
れ
た
学
校
を
、
著

者
は
「
社
学
」
と
名
づ
け
る
。
科
挙
が
行
わ
れ
ず
、
漢
民
族
が
政

治
の
中
心
に
い
な
い
元
朝
の
も
と
で
、
官
界
で
の
出
世
が
見
込
め

な
い
儒
者
た
ち
は
、
儒
学
的
理
念
を
守
る
た
め
に
教
育
に
活
路
を

見
い
だ
し
た
。
そ
の
背
景
の
も
と
で
「
庶
民
」
教
育
に
も
関
心
を

持
ち
始
め
、
郷
村
で
も
朱
子
学
の
理
念
を
教
え
る
こ
と
を
意
図
し

て
、
社
学
の
設
置
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

元
朝
政
権
は
、
郷
村
社
会
の
治
安
維
持
・
秩
序
維
持
を
期
待
し

て
社
制
を
実
施
し
た
。
一
方
で
、
社
制
に
か
か
わ
っ
た
新
儒
学
者

は
、
社
長
・
社
師
に
勧
農
と
と
も
に
「
家
族
理
念
」
を
教
え
る
こ

と
で
社
衆
を
導
き
、
民
事
的
紛
争
の
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
こ
と
を
期
待
し
た
。
そ
の
こ
と
が
郷
村
内
に
家
族
法
に
関
す

る
儒
学
的
理
念
の
浸
透
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
。
著

者
は
、『
元
典
章
』『
至
正
条
格
』
の
記
事
を
挙
げ
「
民
事
に
関
わ

る
規
定
を
地
域
社
会
が
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
一
面
も
あ
ら
わ
し

て
い
る
」
と
し
、
法
が
儒
教
的
理
念
を
社
会
に
浸
透
さ
せ
る
役
割

を
果
た
し
た
と
す
る
。
儒
教
理
念
的
社
会
形
成
と
し
て
の
社
制
と

そ
れ
に
付
置
さ
れ
た
社
学
が
、
知
識
人
で
な
い
人
々
に
も
礼
の
存

在
を
身
近
に
し
、
そ
の
結
果
、
家
族
法
の
理
念
が
一
般
に
浸
透
す

る
契
機
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

儒
学
的
教
養
は
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
立
場
に
な
い
人
々
に
遵
守

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
の
あ
っ
た
宋
代
と
、
士
大
夫
、

読
書
人
と
い
う
階
層
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
の
理
念
を
社
会
の

隅
々
ま
で
広
げ
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
制
度
が
作
ら
れ
た
元
代
と

の
、
法
意
識
の
比
較
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
史
料
の
解
釈
の
部

分
で
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
著
者
は
、
民
事
に
関
わ
る
法
を

地
域
社
会
が
無
視
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
法
が
儒
教
的
理
念
を
社

会
に
浸
透
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
が
、
勧
農
文
の
性
格

史
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な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
む
し
ろ
郷
村
社
会
で
儒
教
的
理

念
や
法
が
無
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
法
が

出
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
閑
居
叢
稿
』

の
「
以
至
治
三
年
、
�
平
涼
府
判
官
転
莅
茲
邑
」
と
い
う
文
言
を

「
至
治
三
年
に
莅
茲
の
知
県
に
な
っ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
八

一
頁
）
が
、「
至
治
三
年
を
以
て
、
平
涼
府
判
官
よ
り
転
じ
て
の

茲（
こ
）の
邑
に
莅（
の
ぞ
）む
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�
島
論
文
。
農
村
を
中
心
に
江
南
デ
ル
タ
社
会
を
考
察
し
て
き

た
著
者
は
、
近
年
、
当
該
社
会
の
類
型
に
つ
い
て
「
非
宗
族
性
郷

紳
社
会
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
。
本
論
文
は
、
明
代
後
期
の
江
南

デ
ル
タ
を
「
場
」
と
し
て
定
め
、
改
め
て
近
世
江
南
デ
ル
タ
の
地

方
社
会
に
占
め
る
「
宗
族
」
の
意
義
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

万
暦
前
期
の
松
江
府
推
官
毛
一
鷺
の
『
雲
間
�
略
』
に
あ
る
家

庭
内
紛
争
の
案
件
に
は
、「
男
性
族
人
が
全
く
登
場
せ
ず
、
族
的

結
合
の
下
に
同
族
会
議
な
ど
の
調
整
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る
状
況

が
全
く
見
出
せ
ず
、
族
長
や
同
族
の
尊
長
が
介
入
し
て
解
決
に
努

め
た
痕
跡
が
全
く
見
ら
れ
ぬ
こ
と
」
か
ら
、
福
建
・
広
東
・
江
西

な
ど
と
は
対
照
的
に
、
江
南
デ
ル
タ
に
は
「
活
き
た
社
会
組
織
と

し
て
の
宗
族
結
合
の
不
存
在
、
な
い
し
宗
族
が
人
倫
・
秩
序
維
持

と
、
糾
紛
解
決
に
機
能
す
る
状
況
」
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
著

者
は
指
摘
す
る
。
つ
づ
い
て
四
家
の
士
大
夫
家
族
に
関
わ
る
文
献

を
解
析
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
同
族
結
合
の
有
無
を
検
討
し
、

江
南
デ
ル
タ
の
社
会
構
造
の
特
質
を
理
解
す
る
上
で
、
宗
族
結
合

や
組
織
が
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
く
、「
宗
族
」
は
「
構
造
論
理

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
明
代
後
期
の
江
南
に
「
同
族
組
織
が
存
在
し

な
い
」
の
は
、
江
南
デ
ル
タ
低
湿
地
は
辺
境
で
は
あ
る
も
の
の
、

華
南
地
方
と
は
異
な
り
、
す
で
に
国
家
権
力
の
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
存
在
し
、
民
間
が
自
ら
の
社
会
組
織
を
形
成
し
て
紛
糾
を
解

決
せ
ず
と
も
、
公
権
力
に
依
存
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら

だ
と
い
う
。
開
発
段
階
に
お
け
る
、
社
会
治
安
の
良
否
、
行
政
機

制
の
有
無
、
族
群
・
言
語
矛
盾
の
強
弱
が
、
宗
族
と
い
う
血
縁
的

社
会
組
織
が
形
成
さ
れ
る
か
否
か
の
分
岐
を
決
定
す
る
大
き
な
関

鍵
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
李
日
華
『
味
水
軒
日
記
』
と
支
大

綸
『
支
華
平
集
』
に
共
通
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
宗
族
組
織

の
欠
如
と
い
う
状
況
の
下
で
、
族
譜
の
編
纂
を
通
じ
て
同
姓
の
士

大
夫
家
族
と
同
族
関
係
を
形
成
し
、「
想
像
の
共
同
体
」
を
創
出

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
明
代
後
期
の
江
南
デ

ル
タ
に
存
在
し
た
「
社
会
集
団
」「
社
会
組
織
」
の
実
態
を
欠
い

た
「
想
像
の
共
同
体
」
と
し
て
の
「
宗
族
」
を
、「
擬
制
宗
族
」

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

以
上
が
本
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
著
者
は
、
関
係
史
料
を
一
条

書

評

一
四
七
（
四
六
三
）



一
条
厳
密
に
読
み
込
む
こ
と
で
、
明
代
後
期
の
江
南
デ
ル
タ
に
お

け
る
「
宗
族
」
の
不
存
在
を
論
証
し
て
い
る
。
伝
統
中
国
の
漢
民

族
社
会
の
特
質
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
宗
族
組
織
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
か
ら
見
て
も
華
南
に
お
け
る
宗
族
像
が

想
起
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
中
国
全
土
を
一
元
的
に
理

解
す
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、

評
者
が
疑
問
に
感
じ
た
点
と
し
て
、
華
南
と
江
南
に
お
い
て
、
そ

も
そ
も
「
宗
族
」
に
対
す
る
認
識
・
概
念
の
違
い
が
あ
り
、
江
南

の
概
念
に
従
え
ば
、
江
南
に
宗
族
は
「
存
在
す
る
」
可
能
性
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。「
擬
制
宗
族
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
通
譜
に
よ
っ
て
共
通
の
祖
先
を
設
定
し
、
宗
族
関
係
を
構
築

す
る
現
象
は
福
建
や
広
東
で
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
宗
族
と

は
そ
も
そ
も
「
想
像
の
共
同
体
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

高
遠
論
文
。
清
代
に
実
務
家
の
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
坊
刻
の
則

例
集
は
、
康
煕
四
〇
〜
五
〇
年
代
か
ら
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、

『
康
煕
会
典
』
や
『
雍
正
会
典
』
な
ど
の
内
容
を
補
う
上
で
有
用

な
制
度
史
の
史
料
群
で
あ
る
。
順
治
〜
康
煕
前
半
の
例
を
収
録
す

る
も
の
と
し
て
は
、
康
煕
九
年
（
一
六
七
〇
）
に
成
書
し
た
『
集

政
備
考
』
と
『
六
部
題
定
新
例
』
が
存
在
す
る
。
本
論
文
は
、
こ

れ
ら
二
種
の
則
例
集
を
紹
介
・
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
成
立
し
た

背
景
に
つ
い
て
、
康
煕
七
年
（
一
六
六
八
）
の
「
酌
復
旧
章
」
と

関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
。

『
集
政
備
考
』
の
編
者
で
あ
る
�
永
仁
は
、
長
年
の
幕
友
と
し

て
の
蓄
積
か
ら
本
書
を
出
版
し
名
声
を
得
た
が
、
福
建
総
督
范
承

謨
の
幕
府
に
い
た
と
き
に
三
藩
の
乱
に
遭
難
し
て
自
経
し
た
。
本

書
に
収
録
さ
れ
る
順
治
五
年
（
一
六
四
八
）〜
康
煕
九
年
（
一
六

七
〇
）
の
例
の
中
で
は
、
康
煕
七
年
（
一
六
六
八
）
年
の
例
が
特

に
多
と
い
う
。
凡
例
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
旧
例
か
ら
新
例
に
至
る

ま
で
の
議
論
の
「
始
末
」
を
重
視
し
、「
酌
復
旧
章
」
に
関
わ
る

例
を
極
力
載
録
し
た
と
い
う
。
一
方
『
六
部
題
定
新
例
』
は
、

『
集
政
備
考
』
よ
り
も
実
用
性
が
重
ん
じ
ら
れ
、
康
煕
二
十
年
代

ま
で
増
補
・
再
版
が
続
い
て
い
た
。
本
書
に
載
録
さ
れ
る
の
は
康

煕
年
間
の
例
に
限
ら
れ
る
が
、『
集
政
備
考
』
が
フ
ォ
ロ
ー
し
な

い
康
煕
九
年
（
一
六
七
〇
）
七
月
以
降
の
例
を
追
跡
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

著
者
は
、「
酌
復
旧
章
」
が
煩
雑
な
則
例
を
整
理
・
改
善
し
、

順
治
朝
と
輔
政
期
の
行
政
を
点
検
・
整
理
し
て
新
時
代
へ
の
体
制

を
整
え
る
た
め
の
提
案
で
あ
り
、
清
朝
の
則
例
編
纂
史
上
、
地
方

行
政
の
末
端
の
人
々
の
意
識
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
注
目
す
べ
き

も
の
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
。「
酌
復
旧
章
」
の
結
果
を
把
握
す

る
た
め
、
総
合
的
な
例
の
編
纂
物
の
必
要
性
が
高
ま
り
、『
集
政

備
考
』
や
『
六
部
題
定
新
例
』
が
生
ま
れ
た
と
結
論
づ
け
る
。

史
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以
上
の
よ
う
に
、『
集
政
備
考
』
か
ら
は
、
清
初
康
煕
年
間
の

中
央
行
政
の
動
向
に
つ
い
て
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
。
後
述
の

山
本
論
文
で
は
、『
集
政
備
考
』
が
清
初
の
法
令
の
変
遷
を
う
か

が
う
上
で
、
有
用
な
史
料
で
あ
る
こ
と
が
実
際
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
酌
復
旧
章
」
に
よ
っ
て
当
時
の
中
央
行
政
や
後
年
の
官
刻
則
例

集
・
会
典
、
刑
部
の
条
例
の
編
纂
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら

し
た
の
か
、
ま
た
、
岸
本
論
文
で
扱
わ
れ
る
康
煕
後
半
か
ら
乾
隆

初
年
ま
で
の
坊
刻
則
例
集
と
は
ど
の
よ
う
な
継
承
関
係
が
あ
る
の

か
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

岸
本
論
文
。
明
清
時
代
に
は
、
国
家
の
行
政
運
営
に
関
わ
る
慣

例
や
個
別
的
決
定
が
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
時
と
と
も

に
無
数
に
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
行
政
の
参
考
に
な

る
も
の
を
取
り
出
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
切
実
に
要
求
さ
れ
た
た

め
、
特
に
清
代
に
は
一
次
性
の
記
録
を
選
別
・
要
約
し
た
、
官
刻

あ
る
い
は
坊
刻
の
定
例
集
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
著
者
は
、
定

例
集
に
つ
い
て
、
従
来
「
性
格
の
分
析
や
、
網
羅
的
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
の
試
み
、
お
よ
び
種
別
に
よ
る
分
類
整
理
な
ど
は
、
…
…
か
な

り
の
程
度
な
さ
れ
て
」
き
た
が
、「
明
清
時
代
の
「
例
」
に
関
す

る
研
究
は
、「
律
」
に
対
す
る
副
次
法
典
と
し
て
の
側
面
に
重
点

を
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
る
。
本
論
文
は
、「
い
く
つ

か
の
定
例
集
を
組
み
合
わ
せ
て
あ
る
程
度
網
羅
的
か
つ
有
用
な
定

例
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
か
」
と
い

う
問
題
に
つ
き
、
実
用
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
る
。

康
煕
年
間
（
一
六
六
二
〜
一
七
二
二
）
後
半
か
ら
乾
隆
（
一
七

三
六
〜
九
五
）
初
年
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
坊
刻
定
例
集
五
種
『
本

朝
則
例
類
考
』『
本
朝
続
増
則
例
類
編
』『
定
例
全
編
』『
定
例
成

案
合
鐫
』『
定
例
続
編
』
の
編
集
方
針
の
共
通
点
・
相
違
点
の
整

理
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
の
背
景
に
存
在
す
る
文
人
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
定
例
集
の
読
者
の
要
求
や
、
当
時
の
人
々
の
「
例
」

に
対
す
る
意
識
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、

上
記
五
種
の
有
用
性
の
実
例
と
し
て
、
康
煕
二
十
四
年
（
一
六
八

五
）
以
降
の
二
十
余
年
に
及
ぶ
「
銭
法
」
関
係
の
諸
規
定
を
抽
出

し
て
分
析
を
行
い
、
相
互
に
参
照
す
る
こ
と
で
、
他
の
文
献
で
は

得
ら
れ
な
い
情
報
を
、
あ
る
程
度
の
具
体
性
を
も
っ
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
期
の
史
料
の
不
足
を
補
い
う
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
今
後
の
清
代
法
制
史
研
究
の
発

展
の
土
壌
と
な
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
成
果
を
踏

ま
え
た
今
後
の
議
論
の
展
開
に
期
待
し
た
い
。

山
本
論
文
。
一
般
庶
民
か
ら
無
頼
漢
や
下
級
役
人
ま
で
�
不
法

行
為
�
に
及
ぶ
者
を
「
光
棍
」
と
い
う
名
の
下
に
処
罰
す
る
こ
と

は
清
代
に
多
く
見
ら
れ
、
康
煕
年
間
に
そ
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
議

書

評

一
四
九
（
四
六
五
）



論
が
集
中
し
た
。
光
棍
例
に
つ
い
て
は
蘇
亦
工
「
清
律
「
光
棍

例
」
之
由
来
及
其
立
法
瑕
疵
」（『
法
制
史
研
究
』
第
一
六
期
、
台

北
�
中
国
法
制
史
学
会
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、
立
法
技
術
に

お
け
る
光
棍
例
の
由
来
と
そ
の
�
瑕
疵
�
お
よ
び
「
光
棍
」
の
語

義
の
変
遷
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
著
者
は
、
光

棍
例
の
成
立
過
程
を
通
じ
て
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
康
煕
年
間
に
お
け
る
秩
序
形
成
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
、
蘇
亦
工
論
文
へ
の
異
論
を
も
提
示
し
よ
う
と
す
る
。

光
棍
例
と
は
『
大
清
律
例
』
巻
二
五
、
刑
律
、
賊
盗
下
、
恐
嚇

取
財
律
に
附
さ
れ
た
条
例
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
光
棍
」
を
取
り

し
ま
る
も
う
ひ
と
つ
の
条
例
（
著
者
は
仮
に
「
棍
徒
例
」
と
呼

ぶ
）
が
附
さ
れ
て
い
た
。
著
者
に
よ
る
と
、
光
棍
例
は
康
煕
十
二

年
（
一
六
七
三
）〜
十
五
年
（
一
六
七
六
）
の
三
藩
の
乱
を
背
景

と
し
て
、
政
権
安
定
ま
で
の
過
渡
期
的
体
制
下
に
お
け
る
反
清
・

反
体
制
分
子
か
ら
体
制
内
の
不
穏
分
子
に
至
る
ま
で
取
り
締
ま
り

を
強
化
す
る
と
い
う
政
治
方
針
を
反
映
し
て
制
定
さ
れ
た
。
反
社

会
的
、
反
秩
序
的
、
反
道
徳
的
と
判
断
さ
れ
る
集
団
な
い
し
個
人

に
対
し
、
そ
の
多
様
で
無
限
定
的
な
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
を
目

的
し
、
そ
れ
ゆ
え
違
反
者
に
対
す
る
処
分
は
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
的
な
準
拠
は
他
と
の
均
衡
を
欠

き
、
多
く
の
支
障
が
生
じ
る
結
果
を
招
い
た
。
康
煕
十
九
年
（
一

六
八
〇
）
以
降
、
光
棍
例
の
む
や
み
な
適
用
を
め
ぐ
っ
て
清
朝
中

央
で
議
論
が
展
開
し
、
中
国
本
土
支
配
が
安
定
し
始
め
る
康
煕
二

十
年
（
一
六
八
一
）
前
後
を
境
に
、
そ
の
原
則
を
法
制
の
上
で
は

維
持
し
つ
つ
も
、「
光
棍
」
に
対
し
て
光
棍
例
で
処
断
す
る
こ
と

を
回
避
す
る
穏
当
な
対
応
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が

清
末
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
明
末
、
農
村
社
会
の
流
動
化
に
伴
い
人
が
都

市
へ
と
流
入
し
治
安
が
悪
化
し
た
。
清
朝
は
こ
れ
に
対
処
す
る
た

め
光
棍
例
を
設
け
、
地
域
に
法
制
に
基
づ
い
た
一
定
の
秩
序
を
求

め
た
。
こ
こ
に
、
不
寛
容
で
原
則
的
な
統
制
を
頑
な
に
貫
こ
う
と

す
る
、
清
朝
の
中
国
本
土
支
配
を
め
ぐ
る
清
初
特
有
の
あ
り
方
が

発
現
し
て
い
る
と
著
者
は
結
論
づ
け
る
。

評
者
は
法
制
史
に
関
し
て
は
門
外
漢
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に

法
の
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
で
、
当
時

の
社
会
状
況
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
、
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
な
お
、
本
論
文
で
は
、
同
治

九
年
（
一
八
七
〇
）
の
官
撰
刊
本
『
大
清
律
例
』
三
九
巻
を
定
本

と
し
て
い
る
。「
光
棍
例
」
は
順
治
律
に
は
見
出
せ
な
い
が
、
何

れ
の
時
期
に
法
律
書
に
採
録
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
上
で
は
、

沈
之
奇
『
大
清
律
輯
註
』（
三
〇
巻
首
一
巻
、
康
煕
五
十
四
年
序

刊
本
）
を
取
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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小
川
論
文
。
明
清
時
代
に
江
西
・
福
建
・
浙
江
で
顕
著
に
見
ら

れ
た
「
溺
女
（
女
児
の
間
引
き
）」
の
習
俗
に
つ
い
て
、
地
方
官

に
よ
る
関
連
の
告
示
が
多
数
現
存
す
る
清
代
の
江
西
・
福
建
に
焦

点
を
絞
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
差
異
に
着
目
し
な
が
ら
検
証
す

る
と
と
も
に
、
ひ
い
て
は
伝
統
中
国
の
地
域
社
会
に
お
け
る
法
の

運
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

清
代
の
江
西
・
福
建
で
は
、
貧
困
層
が
「
溺
女
」
を
行
っ
て
い

た
様
子
が
う
か
が
え
、
女
児
だ
け
で
な
く
、
男
児
も
「
溺
嬰
」
し

て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
富
裕
層
が
「
溺
女
」
を
行

う
場
合
も
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、「
粧
奩
」
の
高
額
化

な
ど
の
「
厚
嫁
」
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
人
々
に
も
広
く

認
識
さ
れ
て
い
た
。
浙
江
・
広
東
・
湖
南
に
も
同
様
の
事
例
が
見

ら
れ
る
と
い
う
。「
溺
女
生
男
（
娘
を
産
め
ば
必
ず
三
人
続
く
が

「
溺
女
」
を
す
れ
ば
息
子
が
産
ま
れ
る
）」
と
い
う
観
念
も
存
在
し

て
い
た
。
一
方
で
「
童
養
�
（
嬰
児
同
士
で
婚
約
し
、
成
長
す
る

と
夫
婦
と
す
る
）」
や
子
の
出
家
、
婚
礼
の
簡
素
化
に
よ
っ
て

「
溺
女
」
を
回
避
す
る
対
策
も
と
ら
れ
た
と
述
べ
る
。
著
者
は
こ

れ
を
「
不
「
溺
女
」
化
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
地
方
官
も
先
例
で
の

対
応
を
参
照
し
つ
つ
、
臨
機
応
変
な
対
応
策
を
取
っ
て
い
た
と
い

う
。
各
地
域
の
事
例
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
溺
女
」
習
俗

の
形
成
や
文
化
的
背
景
、
地
方
官
の
対
応
に
は
地
域
的
差
異
が
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
結
論
づ
け
る
。

以
上
が
本
論
文
の
内
容
で
あ
る
が
、
若
干
の
問
題
点
・
疑
問
点

が
あ
る
。
著
者
は
「
溺
女
」
習
俗
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
地
域
的

差
異
を
強
調
す
る
が
、
評
者
に
は
著
者
の
主
張
す
る
差
異
を
読
み

取
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
南
方
に
お
い
て
は
普
遍
的
な
現
象
で
あ

っ
た
印
象
を
受
け
る
。「
伝
統
中
国
の
地
域
社
会
に
お
け
る
法
の

運
用
の
実
態
」
に
つ
い
て
も
、
最
後
ま
で
判
然
と
し
な
い
。
禁

令
・
告
示
を
通
じ
た
地
方
官
の
臨
機
応
変
な
対
応
は
「
法
」
と
は

別
の
次
元
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま

た
、「
不
「
溺
女
」
化
」
と
い
う
文
言
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な

か
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
「
溺
女
」
を
回
避
す
る
こ
と
を
指
す
の

だ
ろ
う
が
、
い
ま
ひ
と
つ
不
分
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
汪
応
辰

『
文
定
集
』
の
記
事
を
も
っ
て
、
宋
代
福
建
の
福
州
に
「
不
「
溺

嬰
」
化
」
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
論
じ
る
が
、
こ
こ
で
宋
代

の
事
例
を
取
り
上
げ
る
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
本
論
文
で
多
数
提
示
さ
れ
た
「
溺
女
」
関
連
の
禁

令
・
告
示
を
一
条
一
条
読
み
解
け
ば
、
各
地
各
様
の
「
溺
女
」
の

実
態
に
関
す
る
詳
細
な
知
見
が
得
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。「
溺
女
」
習
俗
は
、
明
清
時
代
の
婚
姻
や
粧
奩
、
女
子
財

産
権
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
す
る
上
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る

だ
け
に
、
今
後
の
研
究
の
深
化
を
期
待
し
た
い
。
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西
論
文
。
清
朝
末
期
か
ら
中
華
民
国
に
至
る
近
代
的
な
民
法
編

纂
に
つ
い
て
は
、
中
華
民
国
民
法
典
に
至
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な

草
案
群
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
捜
索
と
史
料
批
判
、

基
本
的
情
報
の
整
理
は
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
台

湾
で
は
二
〇
〇
二
年
、
夫
婦
財
産
制
に
関
し
て
民
法
の
大
改
正
が

行
わ
れ
た
。
著
者
は
、
以
上
の
問
題
点
に
基
づ
き
、
清
末
か
ら
中

華
民
国
民
法
に
至
る
立
法
過
程
に
つ
い
て
、
各
種
草
案
の
版
本
の

整
理
と
確
定
お
よ
び
関
連
す
る
判
例
、
学
説
の
整
理
を
行
い
、
そ

の
上
で
夫
婦
財
産
制
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

著
者
は
、
民
律
の
起
草
過
程
、
草
案
の
援
用
、
中
華
民
国
民
法

に
至
る
ま
で
の
立
法
過
程
で
は
、
中
国
の
風
俗
習
慣
・
礼
教
に
関

す
る
問
題
が
多
い
親
属
・
継
承
部
分
が
議
論
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
夫
婦
財
産
制
を
規
定
す
る
条
文
の
変

遷
と
大
理
院
判
例
、
当
時
行
わ
れ
た
論
争
に
注
目
し
、
夫
婦
財
産

の
「
共
有
」
の
問
題
、
そ
の
前
提
と
な
る
女
子
の
財
産
権
と
く
に

結
婚
持
参
財
産
お
よ
び
結
婚
後
に
得
た
財
産
に
つ
い
て
の
問
題
、

女
子
継
承
権
の
問
題
が
議
論
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。
著
者
は
、

夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
、
通
常
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
国
民
党
期
の

女
性
権
利
拡
大
運
動
よ
り
前
に
、
女
性
財
産
権
の
中
で
も
共
有
の

前
提
と
し
て
の
個
人
財
産
権
の
創
出
と
い
う
形
で
、
大
理
院
判
例

に
お
い
て
改
革
に
着
手
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
立
法
過
程

に
お
い
て
は
、
旧
来
の
法
に
存
在
し
な
か
っ
た
西
洋
の
夫
婦
財
産

制
の
諸
形
態
と
、
伝
統
中
国
の
財
産
保
有
の
あ
り
か
た
と
の
せ
め

ぎ
あ
い
が
あ
っ
た
。
中
華
民
国
民
法
は
最
終
的
に
、
法
定
財
産
制

と
し
て
は
ス
イ
ス
民
法
に
倣
っ
て
聯
合
財
産
制
を
、
約
定
財
産
制

と
し
て
は
共
同
財
産
制
か
統
一
財
産
制
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る

形
を
採
用
し
た
。

以
上
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
清
末
か
ら
の
夫
婦
の
特
有
財
産
と
し

て
存
在
す
る
妻
の
持
参
財
産
に
関
す
る
権
利
が
議
論
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
妻
の
持
参
財
産
、
す
な
わ
ち
粧
奩
に

関
し
て
は
、
家
族
法
の
一
部
と
し
て
、
女
性
の
財
産
権
の
問
題
と

し
て
、
宋
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
時
代
を
基
点
と
し
た
い
く
つ

か
の
研
究
が
あ
り
、
誰
に
よ
っ
て
使
用
収
益
さ
れ
る
か
、
法
的
な

所
有
者
は
誰
か
、
ま
た
粧
奩
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
規
定
に
対
し

て
、
実
際
上
の
扱
い
お
よ
び
人
々
の
認
識
の
実
態
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
夫
婦
財
産
制
が
結
果
と

し
て
中
華
民
国
当
時
の
社
会
で
は
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
著
者
の
指
摘
は
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
法
律
と
実
社
会
と
の
問

題
を
近
代
か
ら
遡
及
的
に
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
を
与
え

る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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三さ
て
、
本
書
は
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
と
題
す
る
も
の

の
、
法
制
史
の
面
に
や
や
偏
り
、「
法
」
の
背
景
に
あ
る
「
規

範
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
秩
序
」
に
つ
い
て
は
、
未
だ

不
明
確
な
点
が
多
く
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
宋
代
か
ら
民
国
初
期
ま
で
の
長
期
的
視
点
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
論
文
集
で
あ
る
点
に
本
書
の
価
値
が
見
出
さ
れ
、
通
読
し
て
は

じ
め
て
、
法
の
歴
史
的
変
遷
と
各
時
代
の
法
の
歴
史
的
位
置
づ
け

に
つ
い
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
。
中
国
の
法
と
秩
序

に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
評
者
の
能
力
不
足
か
ら
く
る
誤
解
・
誤
読
も
多
々
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
執
著
者
な
ら
び
に
読
者
の

寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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